
　□　減免申請を行わない

　□　減免申請を行う（イベント等はどなたでも参加でき、ごみ減量の取組みも行う）

　□　購入店舗に引き取りを求める

　□　リユース食器を利用する

　□　その他（ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□　通常収集にあわせて排出
　□　清掃工場へ自己搬入

No. 数　量 物　品　名 No.

1 缶つぶし機 6

2
啓発用パネル「有害性ごみ（火
災危険ごみ）等の出し方」

7

3 イーゼル（啓発用パネル設置用） 8

4 のぼり（減量・再生） 9

5 水筒（のぼりの土台） 10

貸出期間

返却確認者

4　使用上の注意

減量啓発ポケットティッシュ
（返却不要、上限100個）

実施場所

廃棄物処理
手数料登減
免申請につ
いて

ごみ減量への
取組みについ
て（該当箇所
に✔）

□　 臨時収集
□   許可業者による処理

□　参加者がごみを持ち帰る

□　参加者が食器類を持参する

　　　　　　　　人　（おとな　　　　　人　　こども　　　　　人）
参加予定
人数

責任者氏名

責任者住所

令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）から令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）まで

　祭りごみ減量計画兼啓発物品貸出申込書

電話番号

団体名

祭り（イベ
ント）名称

実施日時

　多摩市

令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）　　　時から
令和　　　年　　　月　　　日　（　　　）　　　時まで

ごみの処理方
法（該当箇所
に✔）

◆以下啓発物品貸出申込書（希望される方のみ以下にご記入ください。）

物　品　名数　量

かん・ペットボトル回収容器

びん回収容器
（折りたたみコンテナ）

3　返却：返却の際には、清掃をして返してください。

2　貸出：貸出しの際に説明をいたしますので、実際に管理される方が受け取りに来てください。

使用中は、申込者が責任を持って管理してください。缶つぶし機の使用にあたっては、取扱説明書にしたがっ
てご使用願います。使用にあたっては、けが等の事故がないように注意してください。市では、使用中の事故
については、一切責任を負いません。

市
記
入
欄

1　貸出期間：事業実施日の前後最小の期間でお願いします。


